
　本市の令和５（2023）年９月末現在の高齢化率は39.1％と全国平均を上回り、75歳以上の割合は
23.1％と高齢化は急速に進展しています。
　また、高齢単身者及び高齢者夫婦のみの世帯も年々増加しており、高齢者を地域で見守り、支える
仕組みづくりは急務となっています。
　本市では、これまで、高齢者が安心して自立した生活を営めるよう支援するために、「自助」、「互助」、
「共助」、「公助」の連携により保健福祉サービスと介護サービス提供体制の充実を図るとともに、「健
康で安心して生活できるまちづくり」の実現に取り組んできました。
　本計画は、これまで実施してきた取組の方向性を継承しつつ、令和７（2025）年及び令和22（2040）
年を見据え、玉野市における高齢者施策及び介護保険事業の取り組むべき事項を整理するとともに、
地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を図り、地域共生社会の実現へ向けた計画を策定するも
のです。
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住み慣れた地域で、健康で元気に暮らせるまちづくり

概要版



○高齢期の「自分らしい暮らし」の実現に向けて、あらかじめ準備・行動ができるように、意識の醸成に取り組
　みます。
○高齢者になる前からの健康維持や地域活動等への社会参画の機会を充実し、各種取組を連動させて
　情報発信を進めます。
○高齢期のライフステージに応じた切れ目のない相談体制の充実の他、デジタル化への対応など市民の利
　便性の向上を図ります。

○医療・介護が必要になっても、地域で安心して暮らし続けられるよう、在宅生活を支える介護、医療、保健・
　福祉、権利擁護の充実を図ります。
○地域との協働により、介護予防・健康づくり、社会参加、生活支援を一体的に進めることで、一人ひとりが
　生きがいや役割を持ち、つながり・支えあう地域づくりを進めます。

○利用者やその家族が安心してサービスを利用できるよう、質の向上を図るとともに、介護給付費の適正化を
　図る取組を推進します。
○介護サービスを安定的に継続して提供できるよう災害、感染症、介護人材の不足などのリスクに対して強い
　体制づくりを目指します。
○在宅医療・介護・権利擁護の連携強化と、「地域ケア会議」の充実を図り、軽度認知障害（ＭＣＩ)の早期
　発見・早期対応や認知症施策の推進、高齢者虐待防止と予防による権利擁護の強化により、高齢者が重度
　の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる安全安心
　な生活環境づくりを進めます。

○「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指し、より一層の機能の充実と強化に向けた取組を進めます。
○介護保険事業は、介護給付費等を介護保険料と公助（国・県・市）で負担するシステムです。必要とされる
　介護サービス量を適切に見込むとともに、人口及び要介護者数等を推計し、公平性・透明性の高い仕組み
　づくりを構築します。

基本目標

健康で活躍できる人づくり（自助）

自立と安心を支える地域づくり（互助）

介護保険事業の円滑な運営（共助）

在宅生活を支える基盤づくり（公助）



施策１ー１ 健康づくりの推進

施策1ー２ 介護予防の推進 ①介護予防・
   生活支援サービス事業の推進
②一般介護予防事業の推進

施策４ー１ 地域包括ケアシステムの推進

地域包括ケアシステムの推進

施策1ー３ 生きがい対策の推進 ①社会参加の推進

②多様な地域活動の推進

③生きがい就労への支援

施策４ー1 ④在宅医療・介護連携の推進

認知症施策の推進・
権利擁護等の強化　 ①認知症施策の推進

①健康づくりの推進

施策４ー２

　高齢者が生涯にわたり健康でいられるよう、元気なうちからの健康づくりの推進に取り組むとともに、切れ目
のない推進に向け「第２次健康たまの21計画・玉野市食育推進計画」や「次期データヘルス計画」と連携し
ながら取り組みます。

　「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ご
せる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視した施策に取り組みます。また、予防に関するエビデンス
（証拠）の収集・普及とともに、通いの場における活動の推進など、正しい知識と理解に基づいた予防を含め
た認知症への「備え」の重要性を鑑み、関係団体等と連携して施策に取り組みます。

　高齢者が生きがいを持って地域や職場で活動できるよう、社会参加を支援するとともに、自身の健康維持
や介護予防に繋がるよう、高齢者の生きがいづくりに取り組みます。

　医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう、地域において関係機
関が連携し、必要な医療・介護が一体的に提供できるよう、在宅医療・介護連携を推進します。

重点取組

健康づくりと介護予防の一体的な推進重点取組 １

認知症施策の推進重点取組 2

高齢者の生きがいづくり重点取組 3

在宅医療・介護連携の推進重点取組 4



第９期玉野市老人保健福祉計画・介護保険事業計画
《概要版》

発行：玉野市　〒706-8510　岡山県玉野市宇野一丁目27番１号
主管：玉野市　健康福祉部長寿介護課
電話：0863-32-5537

　第９期計画期間における介護保険事業に要する総事業費の見込額に第１号被保険者の負担割合（23％）、
予定保険料収納率（99.6％）、所得段階別加入割合補正後被保険者数、調整交付金、介護給付費準備
基金取崩額等の影響を算定した結果、第１号被保険者の保険料基準月額は6,000円（年額：72,000円）とな
ります。

第１号被保険者の保険料について

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


